
�愛媛県規則第４６号
愛媛県行政書士法施行細則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県行政書士法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県行政書士法施行細則（昭和２６年愛媛県規則第１７号）

の一部を次のように改正する。

第７条第１項中「氏名」を「受験番号」に改め、同条第２

項中「亡失又はき損したとき、」を「亡失し又は損傷したと

き」に、「、き損した」を「、損傷した」に改める。

第１３条中「行政書士」の下に「（行政書士の使用人である

行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政

書士を除く。）及び行政書士法人」を、「第９条第１項」の

下に「（法第１３条の１７において準用する場合を含む。）」を

加える。

第１４条中「第１３条第２項」を「第４条の１２第３項及び第１３

条の２２第２項」に改める。

様式第５を次のように改める。

平成１６年７月３０日金曜日 第１５７９号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県行政書士法施行細則の一部を改正する規則………………８１７

○ 生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する

規則……………………………………………………………………８２０

告 示

○ 一部事務組合の解散（２件）………………………………………８２３

○ 応急入院指定病院の指定……………………………………………８２３

○ 医療機関の指定………………………………………………………８２３

○ 指定医療機関の名称の変更…………………………………………８２４

○ 指定医療機関の廃止…………………………………………………８２４

○ 指定居宅サービス事業者の指定……………………………………８２４

○ 指定居宅介護支援事業者の指定……………………………………８２５

○ 指定居宅サービス事業を行う事業所の名称の変更………………８２５

○ 指定居宅サービス事業を行う事業所の所在地の変更……………８２６

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の名称の変更………………８２６

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の所在地の変更……………８２６

○ 指定居宅サービス事業の廃止………………………………………８２６

○ 指定居宅介護支援事業の廃止………………………………………８２７

○ 土地改良区役員の就退任の届出（６件）…………………………８２７

○ 土地改良事業の計画の変更の関係書類の縦覧……………………８２９

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………８２９

○ 土地改良事業の工事完了の届出（３件）…………………………８２９

○ 家畜商の免許の取消し………………………………………………８３０

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………８３０

○ 愛媛県建設業者提出書類閲覧所の設置の一部改正………………８３０

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（２件）………………………８３０

○ 港湾計画の変更の概要（２件）……………………………………８３３

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧…………………………８３３

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………８３３

人事委員会規則

○ 特地勤務手当等に関する規則等の一部を改正する規則…………８３４

人事委員会告示

○ へき地等学校の指定の一部改正……………………………………８３４

規 則

毎週（火・金）曜日発行 第１５７９号 平成１６年７月３０日愛 媛 県 報

８１７



様式第５（第１４条関係） 立入検査票

様式第５（その１）

（表）

立 入 検 査 票

第 号

職

氏 名

上記の者は、行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条の１２第２項の規定により

立入検査を行う者であることを証明します。

年 月 日

愛媛県知事 �

（裏）

行政書士法（抜粋）

（報告の徴収及び立入検査）

第４条の１２ 省略

２ 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保す

るため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に

関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関

の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物

件を検査させることができる。

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

４ 第１項又は第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解釈してはならない。
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様式第５（その２）

（表）

立 入 検 査 票

第 号

職

氏 名

上記の者は、行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１３条の２２第１項の規定により

立入検査を行う者であることを証明します。

年 月 日

愛媛県知事 �

（裏）

行政書士法（抜粋）

（立入検査）

第１３条の２２ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時

間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務

に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。

２ 前項の場合においては、都道府県知事は、当該吏員にその身分を証明する証票

を携帯させなければならない。

３ 当該吏員は、第１項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証

票を関係者に呈示しなければならない。

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。

愛 媛 県 報平成１６年７月３０日 第１５７９号

８１９



附 則 この規則は、平成１６年８月１日から施行する。

�愛媛県規則第４７号
生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則（昭和３２年愛媛県規則第３９号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「、障害者更生資金（障害者生業費に限る。）」を削る。

別表第１第１号中「、修学資金、緊急小口資金及び災害援護資金」を削り、「とし、障害者更生資金にあつては」を「又は

」に改め、「身体に障害のある」を削り、「日常生活上」の下に「療養又は」を、「おいて同じ。）とし」の下に「、修学資

金、緊急小口資金及び災害援護資金にあつては低所得世帯とし」を加え、同表第２号を次のように改める。

� 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置期間

貸付金の種

類
対象経費 区分 限度額

償還期間

（据置期

間を除く

。）

据置期間

１

更
生
資
金

� 生業

費

低所得世帯に属する者又

は障害者が生業を営むの

に必要な経費

２，８００，０００円以

内。ただし、障

害者世帯にあつ

ては、４，６００，０

００円以内

７年以内

。ただし

、障害者

世帯にあ

つては、

９年以内

１年以内

。ただし

、障害者

世帯にあ

つては、

１年６月

以内

� 技能

習得費

低所得世帯に属する者又

は障害者が生業を営み、

又は就職するために必要

な知識及び技能を習得す

るのに必要な経費並びに

知識及び技能を習得する

期間（以下「習得期間」

という。）中の生計を維

持するために必要な経費

習得期間が６月

を超えない場合

１，１００，０００円以

内。ただし、障

害者世帯にあつ

ては、１，３００，０

００円以内

８年以内 習得期間

満了後６

月以内

習得期間が６月

を超える場合（

法令等において

、習得期間を６

月以上と定めて

いる場合に限る

。）

上欄に掲げる額

のほか、６月を

超え３年以内の

期間につき月額

１５０，０００円以内

２

福
祉
資
金

� 福祉

費

ア 結婚、出産及び葬祭

に際し必要な経費

イ 機能回復訓練器具及

び日常生活の便宜を図

るための用具の購入等

を行うのに必要な経費

ウ 住居の移転等に際し

必要な経費及び給排水

設備、電気設備又は暖

房設備を設けるのに必

要な経費

エ 低所得世帯に属する

者又は障害者が就職又

は技能を習得するため

に必要な支度をする経

５００，０００円以内 ３年以内 ６月以内

��������������
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費（以下「支度費」と

いう。）

オ アからエまでに掲げ

るもののほか、帰省用

費用、年金の掛金等低

所得世帯の日常生活上

一時的に必要であると

認められる経費

� 障害

者等福

祉用具

購入費

障害者又は高齢者が日常

生活の便宜を図るための

高額な福祉用具等の購入

等に特に必要な経費

８００，０００円以内 ６年以内 同上

� 障害

者自動

車購入

費

障害者が自動車運転免許

を取得した場合であつて

、当該障害者自らが運転

する自動車又は障害者と

生計を同一にする者が、

専ら当該障害者の日常生

活の便宜若しくは社会参

加の促進を図るために運

転する自動車の購入を行

うのに必要な経費

２，０００，０００円以

内

同上 同上

� 中国

残留邦

人等国

民年金

追納費

中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する

法律施行令（平成８年政

令第１８号）第２条の規定

に基づき、国民年金の旧

保険料免除期間又は新保

険料免除期間とみなされ

た期間を有する者が、当

該期間について保険料の

追納を行う場合において

、当該追納に要する経費

４，７０４，０００円以

内

１０年以内 同上

３ 住宅資

金

住宅を増築し、改築し、

拡張し、補修し、保全し

、又は公営住宅法（昭和

２６年法律第１９３号）第２

条第２号に規定する公営

住宅を譲り受けるのに必

要な経費

２，５００，０００円以

内

７年以内 同上

４

修
学
資
金

� 修学

費

高等学校（学校教育法（

昭和２２年法律第２６号。以

下「法」という。）に規

定する高等学校並びに中

等教育学校の後期課程、

盲学校、ろう学校又は養

護学校の高等部及び専修

学校の高等課程をいう。

以下同じ。）、大学（法

に規定する大学及び専修

高等学校に就学

する者

月額３５，０００円以

内

２０年以内 学校卒業

後６月以

内

高等専門学校に

就学する者

月額６０，０００円以

内

短期大学（法に 同上
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学校の専門課程をいう。

以下同じ。）又は高等専

門学校（法に規定する高

等専門学校をいう。以下

同じ。）に就学するのに

必要な経費

規定する短期大

学及び専修学校

の専門課程をい

う。以下同じ。

）に就学する者

大学（短期大学

を除く。）に就

学する者

月額６５，０００円以

内

� 就学

支度費

高等学校、大学又は高等

専門学校への入学に際し

必要な経費

５００，０００円以内 同上 同上

５

療
養
・
介
護
資
金

� 療養

費

低所得世帯に属する者及

び高齢者の負傷又は疾病

の療養に必要な経費（当

該療養に必要な経費のう

ち、１年（特に必要と認

められる場合は、１年６

月）以内の期間に係るも

のに限る。）及び負傷又

は疾病の療養をしている

期間（以下「療養期間」

という。）中の生計を維

持するために必要な経費

療養期間が１年

を超えない場合

１，７００，０００円以

内

５年以内 ６月以内

療養期間が１年

を超え１年６月

以内の場合

２，３００，０００円以

内

� 介護

費

低所得世帯に属する者及

び高齢者が介護保険法（

平成９年法律第１２３号）

による介護給付（同法に

よる予防給付を含む。以

下同じ。）の対象となる

介護サービスを受けるの

に必要な経費（当該介護

サービスを受けるのに必

要な経費のうち、１年（

特に必要と認められる場

合は、１年６月）以内の

期間に係るものに限る。

）及び介護給付の対象と

なる介護サービスを受け

る期間（以下「介護サー

ビス受給期間」という。

）中の生計を維持するた

めに必要な経費

介護サービス受

給期間が１年を

超えない場合

１，７００，０００円以

内

同上 同上

介護サービス受

給期間が１年を

超え１年６月以

内の場合

２，３００，０００円以

内

６ 緊急小

口資金

次に掲げる緊急的かつ

一時的に生計の維持が困

難となつた場合に必要な

経費

� 医療費又は介護費の

支払等臨時の生活費が

必要なとき。

� 給与等の盗難又は紛

５０，０００円以内 ４月以内 ２月以内
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告 示

�愛媛県告示第１６３２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

温泉郡川内町重信町衛生組合

２ 組合の事務所の位置

温泉郡川内町大字南方２８６番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年９月２０日

�������
�愛媛県告示第１６３３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により

、次のとおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

東温消防等事務組合

２ 組合の事務所の位置

温泉郡重信町大字横河原１３７６番地

３ 組合の解散年月日

平成１６年９月２０日

�������
�愛媛県告示第１６３４号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）第３３条の４第１項の規定により、次のとおり精神

病院を指定した。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６３５号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より、次のとおり医療機関を指定した。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別表第１第８号中「資金の貸付け」を「貸付金の限度額、償還期間、据置期間及び利率」に改め、同表第９号１ア中「支度

費若しくは技能習得費、障害者更生資金の障害者支度費若しくは障害者技能習得費」を「技能習得費、福祉資金の福祉費の支

度費」に改め、同号３を削る。

別表第３第２号ただし書中「次の期間においては」を「生計中心者が就職した場合には、当該就職した日の属する月の翌々

月以降は」に改め、同号ただし書ア及びイを削り、同表第６号中「６月」を「１２月」に改め、同表第１２号２を削り、同号３た

だし書中「２親等以内の親族にあつては、県内に居住していない場合であつても」を「貸付対象世帯の状況から県内に居住す

る連帯保証人が得られない場合には、社協会長が債権管理等に支障がないと判断する場合に限り、県内に居住していない者を

」に改め、同号３を同号２とする。

附 則

１ この規則は、平成１６年８月１日から施行する。

２ 改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則第２条、別表第１第１号、第２号及び第９号並びに別表第３第２号、

第６号及び第１２号の規定は、この規則施行の日以後に貸付決定される更生資金、福祉資金、住宅資金、修学資金及び療養・

介護資金並びに離職者支援資金について適用し、同日前に貸付決定された更生資金、障害者更生資金、福祉資金、住宅資金

、修学資金及び療養・介護資金並びに離職者支援資金については、なお従前の例による。

失によつて生活費が必

要なとき。

� 年金、保険、公的給

付等の支給開始までの

生活費が必要なとき。

� 火災等被災によつて

生活費が必要なとき。

７ 災害援

護資金

災害を受けたことによる

困窮から自立更生するの

に必要な経費

１，５００，０００円以

内

７年以内 １年以内

開設者の氏名
又 は 名 称

名 称 所 在 地
指 定
年 月 日

財団法人正光会 財団法人正光会
今 治 病 院

今治市高市甲７８６番地
１３

平成１６年
７月２１日

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２６５２ 医療法人
和 田 眼 科 和 田 眼 科 四国中央市中之庄

町６４－１
平成
１６．５．６

２６５３ 田 中 清 宣 たなか内科クリ
ニック

新居浜市中萩町１
－３８

平成
１６．６．１

２６５４
医療法人 うわ
たきファミリー
歯科クリニック

うわたきファミ
リー歯科クリニ
ック

四国中央市土居町
土居２１２９－１

平成
１６．６．１

２６５５ 医療法人
としもり内科 としもり内科 西条市下島山甲１２

６４－４
平成
１６．６．１

愛 媛 県 報平成１６年７月３０日 第１５７９号
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�愛媛県告示第１６３６号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６３７号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日

に廃止されたので、同項の規定による指定医療機関の指定の

効力は、同日をもって消滅した。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６３８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２６５６ 医療法人
中野クリニック 中野クリニック 温泉郡重信町大字

志津川１５７７－１
平成
１６．６．１

２６５７
医療法人
くきた内科クリ
ニック

くきた内科クリ
ニック

宇和島市中沢町二
丁目甲８６２－３

平成
１６．６．１

２６５８ 医療法人社団
栗整形外科病院 くりせいけい 四国中央市三島金

子一丁目４－３１
平成
１６．６．１

２６５９ 藤 澤 圭 史 みずほ整形外科 伊予郡砥部町麻生
７－５

平成
１６．６．１

２６６０ 玉 井 久 光 ひさみつ歯科ク
リニック 北条市鹿峰５－１ 平成

１６．６．１

２６６１ 松 岡 伸 幸 松岡歯科医院 四国中央市川之江
町３３０－１

平成
１６．７．１

２６６２ 新居浜医療生活
共同組合 明屋敷診療所 西条市大師町１８２ 平成

１６．７．１

２６６３ 阿 部 恒 一 阿部内科クリニ
ック

新居浜市大生院岸
影１０３８－５

平成
１６．７．２０

１０６１９ 有限会社若 葉 調 剤 わ か ば 薬 局 温泉郡重信町志津
川１６０－１

平成
１６．７．１

１０６２０
株式会社
メディコ・二十
一

メディコ２１薬局
・宇和店

西予市宇和町卯之
町五丁目２６３－１

平成
１６．７．１

１０６２１ 南予調剤株式会社 み ゆ き 薬 局 宇和島市御幸町二
丁目１－１３

平成
１６．７．２０

指 定
番 号 新 名 称 旧 名 称 所 在 地 変 更

年 月 日

２０００ 西 村 医 院 西 村 外 科 伊予郡砥部町宮内
８１１

平成
１６．４．１６

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

１２５４ 原 中 原内科胃腸科医
院

今治市上徳甲３２５
－１

平成
１６．４．３０

２２３２ 和 田 眞 明 和 田 眼 科 四国中央市中之庄
町６４－１

平成
１６．４．３０

２３７２ 年 森 司 としもり内科医
院

西条市下島山甲１２
６４－４

平成
１６．４．３０

２５６８ 中 野 敬 中野クリニック 温泉郡重信町志津
川１５７７－１

平成
１６．４．３０

２６０５ 上 瀧 祥 子
うわたきファミ
リー歯科クリニ
ック

四国中央市土居町
土居２１２９－１

平成
１６．４．３０

２６０７ 莖 田 仁 志 くきた内科クリ
ニック

宇和島市中沢町二
丁目８６２－３

平成
１６．４．３０

１００９３ 永 田 淑 子 永 田 薬 局 新居浜市中萩町１
－４０

平成
１６．４．３０

９３６ 服 部 正 一 服 部 医 院 今治市波止浜一丁
目６－３

平成
１６．５．３１

１１２６ 丹 美 昌 丹 小 児 科 今治市末広町三丁
目４－１２

平成
１６．６．９

２０４９ 星 加 吉 久 星 加 医 院 西条市大師町１８２ 平成
１６．６．３０

１０５４６ イオン株式会社 メガマート新居
浜薬局

新居浜市前田町８
－８

平成
１６．７．４

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８１０１１３０１３ 医療法人聖愛会 愛媛県松山市祝谷六丁
目１２２９番地

通所リハビリテ
ーション

ベテル三番町クリニッ
ク

愛媛県松山市三番町三
丁目４番地１２ 平成１６年６月１日

３８６０１９１０３４ 医療法人聖愛会 愛媛県松山市祝谷六丁
目１２２９番地 訪問看護 三番町ベテル訪問看護

ステーション
愛媛県松山市三番町三
丁目４番地１２ 平成１６年６月１日

３８７０１０４１１８ 企業組合労協センター
事業団

東京都豊島区南大塚二
丁目３３番１０号 訪問介護

企業組合労協センター
事業団久米地域福祉事
業所ぶどうの樹

愛媛県松山市福音寺町
２２８－２６ 平成１６年６月１日

３８７０１０４１２６ 医療法人聖愛会 愛媛県松山市祝谷六丁
目１２２９番地 訪問介護 三番町ベテルヘルパー

ステーション
愛媛県松山市三番町三
丁目４番地１２ 平成１６年６月１日

３８７０２００８１７ 愛警サービス株式会社 愛媛県今治市北宝来町
一丁目２番２０ 福祉用具貸与 愛警サービス株式会社 愛媛県今治市北宝来町

一丁目２番２０ 平成１６年６月１日

３８７０１０４１４２ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁
目１０番１号 訪問介護 株式会社コムスン南松

山ケアセンター
愛媛県松山市南斎院町
１００９番地１ 平成１６年６月３日

３８７１０００３９８ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁
目１０番１号 訪問介護 株式会社コムスン中予

ケアセンター
愛媛県伊予市米湊９７５
－１ 平成１６年６月３日

３８７３７００４３３ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁
目１０番１号 訪問介護 株式会社コムスンほな

いケアセンター
愛媛県西宇和郡保内町
宮内１番耕地２７６番地
１

平成１６年６月３日
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�愛媛県告示第１６３９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０１０４１５９ 有限会社ウィルビィ 愛媛県松山市東方町甲
２３０５番地１ 訪問介護 ケアセンターウィルビ

ィ
愛媛県松山市二番町四
丁目５－４ 平成１６年６月７日

３８７０１０４１６７ 特定非営利活動法人あ
いあいつどいの家

愛媛県松山市勝岡町１０
９８番地２ 福祉用具貸与 特定非営利活動法人あ

いあいつどいの家
愛媛県松山市勝岡町１０
９８番地２ 平成１６年６月１５日

３８７１３００１３７ 宇田タクシー株式会社 愛媛県四国中央市三島
中央四丁目２番２１号 訪問介護 宇田介護サービス事業

所
愛媛県四国中央市三島
中央四丁目２番２１号 平成１６年６月１７日

３８７１３００１４５ ヒカリメディカルサー
ビス有限会社

愛媛県四国中央市中之
庄町３９８番地１ 通所介護 デイサービスひかり 愛媛県四国中央市三島

金子一丁目４番３１号 平成１６年６月１８日

３８７０３００５９１ 有限会社ホームケア・
アベ

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号 通所介護 デイサービスセンター

きくぞの
愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号 平成１６年６月２３日

３８７０３００６０９ 有限会社介護サービス
菜の花

愛媛県松山市石手四丁
目４番７号 訪問介護 有限会社介護サービス

菜の花
愛媛県宇和島市新田町
四丁目２番５－３ 平成１６年６月２３日

３８７０５０１２１４ 株式会社サンキュー 大阪府摂津市鳥飼新町
一丁目１番３９号

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム上の茶
屋

愛媛県新居浜市西の土
居町二丁目８番１５号 平成１６年６月２３日

３８７０３００６１７ 有限会社なごみ 愛媛県宇和島市保田甲
３６０番地３ 訪問介護 なごみ 愛媛県宇和島市保田甲

３６０番地３ 平成１６年６月２４日

３８７０３００６２５ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４番３８号 訪問介護 株式会社悠遊社宇和島

事業所
愛媛県宇和島市桝形町
二丁目２番１４号 平成１６年６月２４日

３８７０５０１２２２
ダイトーシステム・イ
ンターナショナル株式
会社

愛媛県新居浜市庄内町
六丁目１１番２５号 訪問介護 南十字星訪問介護セン

ター
愛媛県新居浜市庄内町
六丁目１１番２５号 平成１６年６月２４日

３８７０１０４１８３ 有限会社亀さんち 愛媛県松山市正円寺一
丁目７番１１号

痴呆対応型共同
生活介護 ぐるうぷほうむ５４番地 愛媛県松山市水泥町５４

番地 平成１６年６月３０日

３８７０１０４１９１ 有限会社スリー・ジー
・ピー

愛媛県松山市西長戸町
４４０番地

痴呆対応型共同
生活介護 グループホームえくぼ 愛媛県松山市西長戸町

４４０番地 平成１６年６月３０日

３８７３９００５５３ 有限会社介護サービス
ゆう

愛媛県北宇和郡広見町
永野市４６９番地 通所介護 介護サービスゆう指定

通所介護事業所
愛媛県北宇和郡広見町
奈良３７６８番３ 平成１６年６月３０日

３８７３９００５６１ 有限会社介護サービス
ゆう

愛媛県北宇和郡広見町
永野市４６９番地

痴呆対応型共同
生活介護

介護サービスゆう指定
痴呆対応型共同生活介
護事業所

愛媛県北宇和郡広見町
奈良３７６８番３ 平成１６年６月３０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４１３４ 医療法人聖愛会 愛媛県松山市祝谷六丁
目１２２９番地 居宅介護支援 三番町ベテルケアプラ

ンセンター
愛媛県松山市三番町三
丁目４番地１２ 平成１６年６月１日

３８７０２００２２１ 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台２－９ 居宅介護支援 アイリスケアセンター

今治
愛媛県今治市北日吉町
１－３－２ 平成１６年６月１５日

３８７０６００５５２ 生活協同組合アイコー
プ

愛媛県新居浜市久保田
町二丁目４番２８号 居宅介護支援 アイコープ指定居宅介

護支援事業所西条
愛媛県西条市神拝甲４５
４－２ 平成１６年６月１５日

３８７３９００５４６ 医療法人岩村外科胃腸
科

愛媛県北宇和郡吉田町
魚棚２０番地３ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所「

いわむら」
愛媛県北宇和郡吉田町
魚棚２０番地３ 平成１６年６月２２日

３８７０３００６２５ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４番３８号 居宅介護支援 株式会社悠遊社宇和島

事業所
愛媛県宇和島市桝形町
二丁目２番１４号 平成１６年６月２４日

３８７０３００６１７ 有限会社なごみ 愛媛県宇和島市保田甲
３６０番地３ 居宅介護支援 なごみ 愛媛県宇和島市保田甲

３６０番地３ 平成１６年６月２９日
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�愛媛県告示第１６４１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８１０１２９６８８ 医療法人久米窪田クリ
ニック

愛媛県松山市久米窪田
町１１４７

通所リハ
ビリテー
ション

加納外科胃腸科 久米窪田クリニッ
ク

愛媛県松山市久米窪
田町１１４７

平成１６年
６月１日

３８１０１２９６８８ 医療法人久米窪田クリ
ニック

愛媛県松山市久米窪田
町１１４７

短期入所
療養介護 加納外科胃腸科 久米窪田クリニッ

ク
愛媛県松山市久米窪
田町１１４７

平成１６年
６月１日

３８７３５００１９７ 株式会社よんやく 愛媛県伊予郡砥部町八
倉８３

福祉用具
貸与

介護ショップ松山
店 株式会社よんやく 愛媛県伊予郡砥部町

八倉８３
平成１６年
６月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２１７９ 有限会社ベストパート
ナー

愛媛県松山市持田町三
丁目４番１８号

福祉用具
貸与

有限会社ベストパー
トナー

愛媛県松山市宮田
町１８８番地８

愛媛県松山市朝生
田町７－５－６ル
ーチェ・ベルデ１
階

平成１６年
４月１９日

３８７０３００１１２ 有限会社ホームケア・
アベ

愛媛県宇和島市和霊元
町４－１－１２ 訪問介護 ホームケア・アベ訪

問介護事業所
愛媛県宇和島市北
新町１５８１－３

愛媛県宇和島市和
霊元町４－１－１２

平成１６年
６月１０日

３８７０３００２２９ 有限会社ホームケア・
アベ

愛媛県宇和島市和霊元
町４－１－１２

福祉用具
貸与

ホームケア・アベ福
祉用具貸与事業所

愛媛県宇和島市北
新町１５８１－３

愛媛県宇和島市和
霊元町４－１－１２

平成１６年
６月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８１０１２９６８８ 医療法人久米窪田クリ
ニック

愛媛県松山市久米窪田
町１１４７

居宅介護
支援 加納外科胃腸科 久米窪田クリニッ

ク
愛媛県松山市久米窪
田町１１４７

平成１６年
６月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０３０００４７ 有限会社ホームケア・
アベ

愛媛県宇和島市和霊元
町４－１－１２

居宅介護
支援

有限会社ホームケア
・アベ

愛媛県宇和島市北
新町１５８１－３

愛媛県宇和島市和
霊元町４－１－１２

平成１６年
６月１０日
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�������
�愛媛県告示第１６４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市新居浜土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１６４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市余戸土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�愛媛県告示第１６４５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０３００５４２ コスモス介護サービス
有限会社

愛媛県宇和島市中央町
二丁目４番２６号 訪問介護 コスモス介護サービス

有限会社
愛媛県宇和島市中央町
二丁目４番２６号 平成１６年３月３１日

３８７０６００３２１ クラレテクノ株式会社 大阪府大阪市北区梅田
１－１２－３９ 福祉用具貸与 クラレテクノ株式会社

西条事業所
愛媛県西条市朔日市８９
２ 平成１６年５月３１日

３８７０５００３７２ 株式会社アスティス 愛媛県新居浜市多喜浜
６７－１７３ 福祉用具貸与 株式会社アスティス新

居浜営業所
愛媛県新居浜市多喜浜
６７－１７３ 平成１６年６月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７３６０００６２ 長浜町 愛媛県喜多郡長浜町長
浜甲４８０－３ 居宅介護支援 長浜町指定居宅介護支

援事業所
愛媛県喜多郡長浜町沖
浦丙２１９２－３ 平成１６年５月３１日

３８７０５００２０８ 株式会社アスティス 愛媛県新居浜市多喜浜
６７－１７３ 居宅介護支援

株式会社アスティス新
居浜指定居宅介護支援
事業所

愛媛県新居浜市多喜浜
６７－１７３ 平成１６年６月１日

３８７０１００４１３ 株式会社アスティス 愛媛県新居浜市多喜浜
６７－１７３ 居宅介護支援

株式会社アスティス松
山指定居宅介護支援事
業所

愛媛県松山市高野町１
－１ 平成１６年６月２０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 治 郎 新居浜市徳常町４－３８

〃 宮 � 和 郎 新居浜市徳常町９－２９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 榮 一 新居浜市港町１１－３６

〃 尾 崎 信 男 新居浜市港町１－１９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 岡 武 司 松山市余戸南６丁目４－２１

〃 藤 本 卓 松山市余戸南２丁目１３－２４

〃 西 本 春 雄 松山市余戸南３丁目９－１３

〃 好 永 英 則 松山市余戸南４丁目２－２３

〃 越 智 正 松山市余戸東４丁目１１－９

〃 高 田 幸 造 松山市余戸東１丁目１２－７

〃 渡 部 宏 一 松山市余戸東１丁目１－２３

〃 本 田 精 志 松山市余戸東３丁目８－３０

〃 本 田 英 二 松山市余戸中１丁目４－４

〃 白 石 博 美 松山市余戸中２丁目１４－５

〃 五十崎 長 松山市余戸中３丁目５－２７

〃 兼 久 和 司 松山市余戸中４丁目３－３５

〃 池 田 功 松山市余戸西５丁目４－２８

〃 森 宗 洋 松山市余戸西１丁目６－１２

監 事 藤 本 忠 雄 松山市余戸南２丁目１４－９

〃 牧 野 昭 廣 松山市余戸西１丁目６－９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 岡 武 司 松山市余戸南６丁目４－２１

〃 栗 田 順 二 松山市余戸南４丁目６－２

〃 和 泉 繁 喜 松山市余戸南１丁目１７－１３

〃 早 瀬 健 治 松山市余戸南３丁目１０－６

〃 越 智 正 松山市余戸東４丁目１１－９

〃 高 田 幸 造 松山市余戸東１丁目１２－７

〃 渡 部 宏 一 松山市余戸東１丁目１－２３

〃 本 田 光 義 松山市余戸東２丁目１－１０
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�愛媛県告示第１６４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市立待堰土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１６４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、重信町下林上土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１６５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、温泉郡中島町西中島土地改良区から次のとおり役員

が就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

〃 本 田 英 二 松山市余戸中１丁目４－４

〃 白 石 博 美 松山市余戸中２丁目１４－５

〃 五十崎 長 松山市余戸中３丁目５－２７

〃 仙 波 哲 一 松山市余戸中４丁目３－３５

〃 豊 田 義 昭 松山市余戸西４丁目５－３

〃 好 永 一 治 松山市余戸西１丁目５－２０

監 事 藤 本 忠 雄 松山市余戸南２丁目１４－９

〃 牧 野 昭 廣 松山市余戸西１丁目６－９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 田 嚴一郎 松山市土居町１０９７

〃 戒 能 明 久 松山市今在家３丁目４－２８

〃 戒 能 政 夫 松山市今在家３丁目１－１８

〃 戒 田 武 松山市北土居町３６２

〃 八 束 鹿 義 松山市北土居町６７４

〃 片 岡 輝 雄 松山市北井門町３４０－１

〃 神 野 哲 之 松山市越智町２５２

〃 宮 内 政 文 松山市東石井４丁目１６－２２

〃 大 原 克 臣 松山市星岡町１５２

監 事 竹 政 文 夫 松山市東石井５丁目４－５

〃 家 木 辰 夫 松山市北土居町５５７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 田 嚴一郎 松山市土居町１０９７

〃 戒 能 明 久 松山市今在家３丁目４－２８

〃 戒 能 政 夫 松山市今在家３丁目１－１８

〃 池 田 寿 松山市北土居町５３７

〃 丹 下 正 文 松山市北土居町３３７

〃 片 岡 輝 雄 松山市北井門町３４０－１

〃 神 野 哲 之 松山市越智町２５２

〃 宮 内 政 文 松山市東石井町９６－１

〃 大 原 和 博 松山市星岡町５１

監 事 竹 政 文 夫 松山市東石井町３９８

〃 濟 川 博 俊 松山市北土居町１３８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 高 徳 温泉郡重信町大字下林甲９８２番地３

〃 森 博 温泉郡重信町大字下林甲１３３番地１

〃 青 山 貞 範 温泉郡重信町大字下林甲１１２５番地３

〃 八 木 久 夫 温泉郡重信町大字下林甲１０１７番地

〃 森 薫 温泉郡重信町大字下林甲１４２７番地３

〃 森 芳 宏 温泉郡重信町大字下林甲１２６番地

〃 森 長 幸 温泉郡重信町大字下林甲２１８番地３

〃 丹生谷 美 雄 温泉郡重信町大字下林甲１２４３番地

〃 丹生谷 清 美 温泉郡重信町大字下林甲４８９番地１

〃 井 本 修 温泉郡重信町大字下林甲８７７番地

〃 松 田 勝 利 温泉郡重信町大字下林甲９２６番地

〃 越 智 清 重 温泉郡重信町大字下林甲１２７０番地１

監 事 藤 井 省 三 温泉郡重信町大字下林甲２９６番地

〃 窪 田 正 道 温泉郡重信町大字下林甲１２１６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 高 徳 温泉郡重信町大字下林甲９８２番地３

〃 門 田 勝 博 温泉郡重信町大字下林甲３０４番地

〃 窪 田 正 道 温泉郡重信町大字下林甲１２１６番地

〃 森 政 明 温泉郡重信町大字下林甲１１７番地

〃 森 長 幸 温泉郡重信町大字下林甲２１８番地３

〃 丹生谷 清 美 温泉郡重信町大字下林甲４８９番地１

〃 丹生谷 和 男 温泉郡重信町大字下林甲５８５番地

〃 福 岡 昌 朗 温泉郡重信町大字下林甲１１２４番地

〃 野 中 秀 宣 温泉郡重信町大字下林甲１４５３番地

〃 井 本 修 温泉郡重信町大字下林甲８７７番地

〃 松 田 勝 利 温泉郡重信町大字下林甲９２６番地

〃 池 田 泰 也 温泉郡重信町大字下林甲１０８８番地

監 事 松 下 文 雄 温泉郡重信町大字下林甲５７９番地４

〃 藤 井 省 三 温泉郡重信町大字下林甲２９６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 誠之助 温泉郡中島町大字吉木甲４０８番地

〃 三 島 英 一 温泉郡中島町大字饒甲５１２番地

〃 濱 田 克 輔 温泉郡中島町大字粟井甲１１６４番地

〃 脇 坂 建 温泉郡中島町大字宇和間１３１０番地

〃 石 丸 良 孝 温泉郡中島町大字吉木甲８０５番地

〃 岡 田 泰 人 温泉郡中島町大字畑里１３０５番地

〃 土 井 克 幸 温泉郡中島町大字熊田甲４２５番地

監 事 木 村 茂 喜 温泉郡中島町大字粟井甲４４４番地

〃 喜 田 治三郎 温泉郡中島町大字饒甲４６０番地
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退 任

�������
�愛媛県告示第１６５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、八幡浜市真穴土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１６５２号
船木泉川（池田池）土地改良区から認可申請のあった土地

改良事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 船木泉川（池田池）土地改良区土地改良事業（維持管

理）計画書の写し

� 船木泉川（池田池）土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年８月２日から８月２７日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
�愛媛県告示第１６５３号
重信町牛渕上井手土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・伊賀分地

区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条

第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・伊賀分地区）計画書の写し

� 重信町牛渕上井手土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年８月２日から８月２７日まで

３ 縦覧場所

重信町役場

�������
�愛媛県告示第１６５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により今治市から次のとおり土地改良事業の工事が完

了した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 誠之助 温泉郡中島町大字吉木甲４０８番地

〃 三 島 英 一 温泉郡中島町大字饒甲５１２番地

〃 濱 田 克 輔 温泉郡中島町大字粟井甲１１６４番地

〃 石 丸 良 孝 温泉郡中島町大字吉木甲８０５番地

〃 脇 坂 建 温泉郡中島町大字宇和間１３１０番地

〃 岡 田 泰 人 温泉郡中島町大字畑里１３０５番地

〃 土 井 克 幸 温泉郡中島町大字熊田甲４２５番地

監 事 木 村 茂 喜 温泉郡中島町大字粟井甲４４４番地

〃 中 村 一 徳 温泉郡中島町大字畑里甲１２４１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 門 石 長次郎 八幡浜市穴井３－６４９

〃 松 浦 有 毅 八幡浜市真網代丙２０５

〃 井 上 栄 信 八幡浜市穴井３－６３６

〃 宮 本 利 吉 八幡浜市穴井３－５２１

〃 竹 中 貞 和 八幡浜市穴井３－６７８

〃 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３－７０５

〃 古 能 一 治 八幡浜市真網代丙６４２

〃 黒 田 文 郎 八幡浜市真網代戊６５

〃 山 下 稔 八幡浜市真網代丙５８８

〃 矢 野 直 人 八幡浜市真網代丙２０３

〃 和 家 粂 則 八幡浜市真網代丙２５７

〃 柳 沢 勝 弥 八幡浜市真網代乙３５０

監 事 橋 本 誠 士 八幡浜市真網代丙２０８

〃 山 内 進八郎 八幡浜市穴井３－７０６

〃 末 光 久 男 八幡浜市真網代丙７１０－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 門 石 長次郎 八幡浜市穴井３－６４９

〃 井 上 栄 信 八幡浜市穴井３－６３６

〃 柳 沢 玉 久 八幡浜市真網代乙３４３

〃 竹 中 貞 和 八幡浜市穴井３－６７８

〃 冨 永 鶴 光 八幡浜市穴井３－７０５

〃 矢 野 源一郎 八幡浜市真網代丙５８７－２

〃 古 能 一 治 八幡浜市真網代丙６４２

〃 二 宮 直 之 八幡浜市真網代乙３５４

〃 黒 田 文 郎 八幡浜市真網代戊６５

〃 山 下 稔 八幡浜市真網代丙５８８

〃 梅 田 庄 一 八幡浜市穴井１－５

〃 和 家 粂 則 八幡浜市真網代丙２５７

監 事 橋 本 誠 士 八幡浜市真網代丙２０８

〃 山 内 進八郎 八幡浜市穴井３－７０６

〃 末 光 久 男 八幡浜市真網代丙７１０－３

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備及び暗渠排水事業 野間北地区 平成１６年２月２８日
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�愛媛県告示第１６５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により今治市から次のとおり土地改良事業の工事が完

了した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により今治市から次のとおり土地改良事業の工事が完

了した旨の届出があった。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６５８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように

定める。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年７月３０日から８月１２日まで

�������
�愛媛県告示第１６５９号
愛媛県建設業者提出書類閲覧所の設置（昭和４７年３月愛媛

県告示第２９１号）の一部を次のように改正し、平成１６年８月

１日から施行する。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表位置の欄中「久万町」を「久万高原町」に改める。

�������
�愛媛県告示第１６６０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、城辺町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

ア 埋立区域１

南宇和郡城辺町深浦１２６４番２地先から同２５２番２地

先までの公有水面

イ 埋立区域２

南宇和郡城辺町深浦２２０番１地先から同２１６番２地

先までの公有水面

� 区域

ア 埋立区域１

次の１点と２点を結ぶ平成１６年３月２３日付け愛媛県

指令１５港第４４１号で竣功認可された埋立地と公有水面

との境界線（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１０メートルにより決定

）、２点から１７点までを順次直線で結んだ線及び１７点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．１０メートル）における陸と公有水面との接する線に

より囲まれた区域

基点（南宇和郡城辺町深浦１８２３番地先桟橋に設置し

た金属鋲）は、北緯３２度５６分４３秒、東経１３２度３５分２５

秒の地点

１点は、基点から真北８９度０２分３４秒１１５．６８メートル

の地点

２点は、１点から真北１９７度２８分３０秒１１．０６メート

ルの地点

３点は、２点から真北２８９度４７分３６秒５．４２メートル

の地点

４点は、３点から真北２９４度４３分５４秒５．４３メートル

の地点

５点は、４点から真北２９９度４４分４８秒５．４２メートル

�愛媛県告示第１６５７号
家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第７条第１項の規定により、平成１６年７月３０日次の者の家畜商の免許を取り消した。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 野間北地区 平成１５年１１月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備及び農業用用
排水施設整備事業 野間北地区 平成１６年３月３日

登録番号 登 録 年 月 日 現 住 所 氏名（又は名称） 生年月日 又は設立
年月日 取消理由

第１５６４号 昭和５３年３月１１日 松山市生石町２２８の１ 若 宮 清 夫 昭和１２年８月１日 申請による

��������������
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の地点

６点は、５点から真北３０４度０５分１３秒５．４２メートル

の地点

７点は、６点から真北３０９度１６分１６秒５．４２メートル

の地点

８点は、７点から真北３１３度４５分５６秒５．４２メートル

の地点

９点は、８点から真北３１８度２６分２３秒４．５１メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２１度４６分１８秒４．５１メートル

の地点

１１点は、１０点から真北３２３度２７分２１秒３０．３７メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北３２０度１６分３９秒４．７０メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３１３度５７分１６秒４．７０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３０６度５６分１４秒４．４２メートル

の地点

１５点は、１４点から真北３００度４８分４３秒４．４３メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２９２度２４分１４秒６．５５メートル

の地点

１７点は、１６点から真北２５８度０５分２８秒３５．１９メート

ルの地点

イ 埋立区域２

次の１８点から２５点までを順次直線で結んだ線、２５点

と２６点を結ぶ平成１６年３月２３日付け愛媛県指令１５港第

４４１号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線

（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１０メートルにより決定）及び２６点

と１８点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．１０メートル）における陸と公有水面との接する線に

より囲まれた区域

基点（南宇和郡城辺町深浦１８２３番地先桟橋に設置し

た金属鋲）は、北緯３２度５６分４３秒、東経１３２度３５分２５

秒の地点

１８点は、基点から真北７７度１４分２７秒３６５．８４メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２６４度０３分５１秒５．７６メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２６５度２８分２３秒１０．００メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北２６４度４６分４９秒１０．００メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北２６４度４０分４５秒１０．００メート

ルの地点

２３点は、２２点から真北２６４度４２分３１秒５．００メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２６４度４９分４４秒２．００メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２６４度１３分００秒２．８９メートル

の地点

２６点は、２５点から真北３５３度４８分４７秒８．１２メートル

の地点

� 面積

埋立区域１ １，１９１．１３平方メートル

埋立区域２ ２０５．０１平方メートル

合 計 １，３９６．１４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１１年６月１日 愛媛県指令港第９３号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年７月３０日

�������
�愛媛県告示第１６６１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、城辺町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

城辺町長 谷口長治

南宇和郡城辺町甲２４２０番地

２ 埋立区域

� 位置

ア 埋立区域１

南宇和郡城辺町深浦１２６４番２地先から同２５２番２地

先までの公有水面

イ 埋立区域２

南宇和郡城辺町深浦２２０番１地先から同２１６番２地

先までの公有水面

� 区域

ア 埋立区域１

次の１点と２点を結ぶ平成１６年３月２３日付け愛媛県

指令１５港第４４２号で竣功認可された埋立地と公有水面

との境界線（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１０メートルにより決定

）、２点から２３点までを順次直線で結んだ線、２３点と

２４点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．

１０メートル）における陸と公有水面との接する線、２４

点から３８点までを順次直線で結んだ線及び３８点と１点

を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡城辺町深浦１８２３番地先桟橋に設置し

た金属鋲）は、北緯３２度５６分４３秒、東経１３２度３５分２５

秒の地点

１点は、基点から真北９４度２３分１０秒１１２．６８メートル

の地点

２点は、１点から真北１９７度２５分０６秒５．３１メートル

の地点

３点は、２点から真北２８９度０７分０６秒５．８６メートル

の地点

４点は、３点から真北２９４度４２分５６秒５．８７メートル

の地点

５点は、４点から真北２９９度２７分５６秒５．８６メートル
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の地点

６点は、５点から真北３０４度１９分２７秒５．８６メートル

の地点

７点は、６点から真北３０８度５１分４０秒５．８６メートル

の地点

８点は、７点から真北３１３度４７分５２秒５．８６メートル

の地点

９点は、８点から真北３１８度２７分０９秒４．８８メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２２度００分１７秒４．６１メートル

の地点

１１点は、１０点から真北３２３度４２分２９秒１６．５５メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北５４度３２分４９秒０．５１メートルの

地点

１３点は、１２点から真北３２３度４１分３３秒５．８１メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２３３度４３分３８秒０．５１メートル

の地点

１５点は、１４点から真北３２３度３０分３０秒７．９２メートル

の地点

１６点は、１５点から真北３２０度１２分１９秒４．０８メートル

の地点

１７点は、１６点から真北３１４度０２分１１秒４．０９メートル

の地点

１８点は、１７点から真北３０７度３９分５１秒３．８４メートル

の地点

１９点は、１８点から真北３０１度１２分３２秒３．８５メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２９６度０４分４１秒４．４３メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２５８度０５分２８秒２８．３４メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北３４７度３６分３４秒１．４８メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２５８度４２分１４秒１３．７１メート

ルの地点

２４点は、２３点から真北５３度３８分１１秒８．８９メートルの

地点

２５点は、２４点から真北７８度０５分２８秒３５．１９メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１１２度２４分１４秒６．５５メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１２０度４８分４３秒４．４３メートル

の地点

２８点は、２７点から真北１２６度５６分１４秒４．４２メートル

の地点

２９点は、２８点から真北１３３度５７分１６秒４．７０メートル

の地点

３０点は、２９点から真北１４０度１６分３９秒４．７０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北１４３度２７分２１秒３０．３７メート

ルの地点

３２点は、３１点から真北１４１度４６分１８秒４．５１メートル

の地点

３３点は、３２点から真北１３８度２６分２３秒４．５１メートル

の地点

３４点は、３３点から真北１３３度４５分５６秒５．４２メートル

の地点

３５点は、３４点から真北１２９度１６分１６秒５．４２メートル

の地点

３６点は、３５点から真北１２４度０５分１３秒５．４２メートル

の地点

３７点は、３６点から真北１１９度４４分４８秒５．４２メートル

の地点

３８点は、３７点から真北１１４度４３分５４秒５．４３メートル

の地点

イ 埋立区域２

次の３９点から４８点までを順次直線で結んだ線、４８点

と４９点を結ぶ平成１６年３月２３日付け愛媛県指令１５港第

４４２号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線

（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１０メートルにより決定）、４９点か

ら５６点までを順次直線で結んだ線及び５６点と３９点を結

ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１０メート

ル）における陸と公有水面と接する線により囲まれた

区域

基点（南宇和郡城辺町深浦１８２３番地先桟橋に設置し

た金属鋲）は、北緯３２度５６分４３秒、東経１３２度３５分２５

秒の地点

３９点は、基点から真北７８度００分１２秒３７４．２０メートル

の地点

４０点は、３９点から真北２６３度４８分３０秒４．６６メートル

の地点

４１点は、４０点から真北２６５度３６分０５秒１０．００メート

ルの地点

４２点は、４１点から真北２６５度３０分０９秒１０．００メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北２６４度３９分５４秒１０．００メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北２６４度４５分００秒１０．００メート

ルの地点

４５点は、４４点から真北２６４度１６分２４秒５．００メートル

の地点

４６点は、４５点から真北１７５度１５分５９秒１．５０メートル

の地点

４７点は、４６点から真北２６４度３１分３８秒１．９７メートル

の地点

４８点は、４７点から真北２６４度１３分５６秒２．８３メートル

の地点

４９点は、４８点から真北３５３度４８分４６秒５．２６メートル

の地点

５０点は、４９点から真北８４度１３分００秒２．８９メートルの

地点

５１点は、５０点から真北８４度４９分４４秒２．００メートルの

地点

５２点は、５１点から真北８４度４２分３１秒５．００メートルの
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地点

５３点は、５２点から真北８４度４０分４５秒１０．００メートル

の地点

５４点は、５３点から真北８４度４６分４９秒１０．００メートル

の地点

５５点は、５４点から真北８５度２８分２３秒１０．００メートル

の地点

５６点は、５５点から真北８４度０３分５１秒５．７６メートルの

地点

� 面積

埋立区域１ ７００．５５平方メートル

埋立区域２ １９４．５７平方メートル

合 計 ８９５．１２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１１年６月１日 愛媛県指令港第９４号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年７月３０日

�������
�愛媛県告示第１６６２号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定

に基づき、松山港港湾計画の変更の概要を次のとおり告示す

る。

平成１６年７月３０日

松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 港湾計画の変更の概要

港湾計画の変更の概要（平成５年８月愛媛県告示第１０７１

号）によりその概要を告示した松山港港湾計画について変

更した事項は、次のとおりである。

その他の計画

小型船だまり計画

地区名 港湾施設

和 気 小型桟橋

２ 港湾計画の縦覧の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課

�������
�愛媛県告示第１６６３号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定

に基づき、宇和島港港湾計画の変更の概要を次のとおり告示

する。

平成１６年７月３０日

宇和島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 港湾計画の変更の概要

宇和島港港湾計画の変更の概要（平成元年９月愛媛県告

示第１２７７号）及び港湾計画の変更の概要（平成１３年５月愛

媛県告示第９３１号）によりその概要を告示した宇和島港港

湾計画について変更した事項は、次のとおりである。

� 港湾環境整備施設計画

緑地

地区名 面積（ヘクタール）

大 浦 ３

� 土地造成及び土地利用計画

地区名 面積（ヘクタール） 用 途

３（３） ふ頭用地

２（２） 港湾関連用地

大 浦
１（１） 都市機能用地

２（１） 交通機能用地

１（１） 危険物取扱施設用地

３（３） 緑地

注 （ ）の数値は、内数で、土地造成を伴う土地利

用面積を示す。

２ 港湾計画の縦覧の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課

�������
�愛媛県告示第１６６４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画地区計画の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁

において公衆の縦覧に供する。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年７月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６西局建（開）第８号

平成１６年７月１６日
西条市港字北新地２２８番１、２２８番２及び２２９番

西条市玉津７４７番地の４
有限会社 遠藤組
代表取締役 遠 藤 勇 次

��������������
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人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則７－９９５
特地勤務手当等に関する規則等の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１６年７月３０日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則等の一部を改正する規則

（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第１条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－３６８）の一部を次のように改正する。

別表第１上浮穴郡の項を次のように改める。

上浮穴郡 久万高原町若山７１５番地 久万警察署面河駐在所 ３級

久万高原町渋草２３０８番地２ 久万警察署渋草駐在所 ２級

久万高原町柳井川７９７番地１ 久万警察署柳谷駐在所

久万高原町西谷１０１６８番地第１ 久万警察署西谷駐在所

小田町大字本川４０２４番地１ 久万警察署参川駐在所

小田町大字上田渡８１１番地 久万警察署田渡駐在所

久万高原町露峰甲５５８番地５ 久万警察署父二峰駐在所 １級

久万高原町上黒岩３３番地 久万警察署御三戸駐在所

久万高原町七鳥２６００番地 久万警察署仕七川駐在所

小田町大字町村３６４番地１ 久万警察署小田駐在所

別表第２上浮穴郡の項所在地の欄中「久万町大字下畑野

川甲３６９番地の１」を「久万高原町下畑野川甲３６９番地の

１」に改める。

（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則の一

部改正）

第２条 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県人事委員会規則７－９９２）の一部を次のように改

正する。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期

日）」を付し、附則に次の２項を加える。

（経過措置）

２ 改正後の特地勤務手当等に関する規則（以下「新規則

」という。）別表第１級別区分欄に掲げる級別が改正前

の特地勤務手当等に関する規則（以下「旧規則」という

。）別表第１級別区分欄に掲げる級別より下位である公

署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤してい

る職員の特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定に

かかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同

日において受けていた特地勤務手当の月額（以下「旧特

地勤務手当の月額」という。）に達するまでの間（その

期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公

署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又

は該当しなくなった日の前日までの間）、当該旧特地勤

務手当の月額に相当する額とする。

３ 旧規則別表第２に掲げられていた公署のうち、新規則

別表第２に掲げられないこととなった公署は、この規則

の施行の日の前日から引き続き当該公署に在勤している

職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については

、当該公署が移転するまでの間、新規則第２条の準特地

公署とみなす。

附 則

１ この規則は、平成１６年８月１日から施行する。

２ 第２条の規定による改正後の特地勤務手当等に関する規

則の一部を改正する規則附則第２項及び第３項の規定は、

平成１６年４月１日から適用する。

人事委員会告示

�愛媛県人事委員会告示第３号
へき地等学校の指定（平成１３年１２月愛媛県人事委員会告示

第２号）の一部を次のように改正し、平成１６年８月１日から

施行する。

平成１６年７月３０日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

１�の表上浮穴郡の項学校名の欄中「柳谷村立西谷小学校
「久万町立直瀬小学

「久万高原町立面河小学校 面河村立面河小学

」を 久万高原町立西谷小学校 に、 美川村立仕七川小

久万高原町立柳井川小学校」 柳谷村立柳井川小

小田町立田渡小学

校

校 「小田町立田渡小学校

学校 を 久万高原町立直瀬小学校 に改める。

学校 久万高原町立仕七川小学校」

校 」

１�の表上浮穴郡の項を次のように改める。

上浮穴郡 久万高原町立面河中学校 ２級
久万高原町立柳谷中学校
久万高原町立美川中学校 １級

２�の表上浮穴郡の項学校名の欄中「久万町立父二峰小学

校」を
「久万高原町立父二峰小学校

に改める。
久万高原町立美川小学校 」

３�の表上浮穴郡の項を削る。

平成１６年７月３０日 印刷
平成１６年７月３０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円８３４

愛 媛 県 報平成１６年７月３０日 第１５７９号


